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第５章 広域化・共同化計画 

５－１ 広域化・共同化計画の背景と経緯 

（１）背景 

汚水処理施設の事業運営については、施設等の老朽化に伴う大量更新期の到来や、

人口減少に伴う使用料収入の減少、職員数の減少による執行体制の脆弱化など、経

営環境は厳しさを増しており、より一層の効率的な事業運営が求められている。 

 

（２）国からの計画策定の要請 

平成 29年 6月の閣議決定（経済財政運営と改革の基本方針 2017）や同年 12月の

経済財政諮問会議決定（経済・財政再生計画改革工程表 2017改訂版）により、上下

水道経営の持続可能性確保のため、令和 4年度までに全ての都道府県において広域

化・共同化計画を策定することが目標として掲げられ、平成 30 年１月には、4 省

（国土交通省、農林水産省、環境省、総務省）通知により、全ての都道府県は令和

4年度までに広域化・共同化計画を策定するよう要請を受けた。 

広域化・共同化計画の対象施設は、汚水排水処理を担う、下水道、農業集落排水

施設、浄化槽、し尿処理施設が位置付けられている。また、検討体制は全ての市町

村等の参加のもとで行い、計画を都道府県構想に位置付けることが求められている。 

 

（３）広域化・共同化計画の策定の主体 

汚水処理施設の持続的な経営を行うために、下水道、農業集落排水施設、浄化槽、

し尿処理施設を所管する県の下水道局、農林部、環境部が市町村等と調整を図り計

画策定を行った。 

なお、下水道分野に関しては、下水道法に基づき平成 28年 11月に設立した「下

水道事業推進協議会」において、分科会や勉強会、地域意見交換会を通じて適宜実

施した各種アンケートやニーズ調査の結果を踏まえ、広域化・共同化計画のとりま

とめを行った。 

 

（４）広域化・共同化計画の改定 

埼玉県生活排水処理施設整備構想（平成 23年度～令和 7年度）の中間見直し（令

和 3 年 3 月）に併せて、広域化・共同化計画を同構想の一部に位置付けた。令和 5

年 3月には、令和 2年 4月に改訂された国の「広域化・共同化計画策定マニュアル」

で求められている、広域化・共同化メニューの実施による中長期的な収支見通しや

波及的な効果の整理・検討を行った。今回、新構想の策定に併せて、関係機関と調

整を行い、広域化・共同化メニューの更新・追加等を行った。 
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５－２ 汚水処理施設に関する現状と課題 

（１）現状と課題 

ア 県内の汚水処理施設数と処理方式別人口（令和 6年度末） 

表５－２－１ 県内の汚水処理施設数（令和 6年度末） 

 下水道施設 

(処理場) 

農業集落 

排水施設 

し尿処理 

施設 
公共浄化槽 

流域 単独 処理区域 施設 施設 市町村 設置基数 

数量 10 18 118 118 36 13 7,099 

処理人口（千人） 6,191 71 60 25 

※ 処理人口は令和 7年 8月 22日 農林水産省、国土交通省、環境省 汚水処理人口

普及状況（令和 6年度末）による。 

 

イ 汚水処理施設が抱える共通課題 

本県の汚水処理施設は、人口減少に伴う使用料収入の低下、職員数の減少による

執行体制の脆弱化や既存ストックの大量更新期の到来など、事業運営に係る多くの

課題を抱えている。特に、中小の市町村では、現在の経営形態を前提とした経営改

革の取組だけでは、将来にわたる住民サービスの確保が困難となる恐れがある。 

 

（２）汚水処理施設別の課題 

ア 下水道の経営環境の課題 

単独公共下水道の処理場のうち、6割以上の施設が、建設から 30年以上が経過す

るなど、老朽化への対応が課題である。 

自治体によって人口動態が大きく異なるため、人口減少の進行に伴い持続可能な

経営が困難になる箇所も出てくるとみられる。 

技術職員の確保が困難な自治体もあり、技術力の維持・向上も課題である。 

 

イ 農業集落排水施設の経営環境の課題 

農業集落排水施設の維持管理費は、利用料金と市町村の一般会計からの繰入金を

主な財源としているが、施設の老朽化に伴う維持管理費の増加、農村人口の減少に

伴う利用者の減少等による利用料収入の減少、市町村財政の逼迫など、将来の運営

管理に支障が出ることも想定される。 
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ウ し尿処理施設の経営環境の課題 

公共下水道等の整備に伴い、し尿処理施設におけるし尿等の処理量は減少傾向に

ある。 

し尿処理施設の中には稼働後 30 年を経過した施設も多く、効率的な処理を継続

するためには計画的な修繕や更新が必要である。 

また、近年、頻発・激甚化する自然災害に備え、し尿処理施設の強靭化など、し

尿等の処理の継続性確保に向けた取組が必要である。 

 

エ 公共浄化槽の課題 

一般的に、各家庭や店舗等に設置されている浄化槽に対し、市町村が管理する「公

共浄化槽」は、市町村職員が、公共浄化槽の設計・発注、維持管理業務委託、料金

徴収等を行うのが基本であり、専門人材やそのノウハウを活用しながら業務を円滑

に進めていくことが必要となる。浄化槽の耐用年数は 30 年以上とされていること

から、長期にわたる財政負担を軽減するためにも、広域連携による整備及び維持管

理を行う事業管理体制の検討が有効となる。 

 

５－３ 汚水処理施設の広域化・共同化に関する基本的な考え方 

本県の汚水処理人口は 695万人で人口の 94.3％を占めているが、その大半は下水

道施設において処理されている。そのうち 9割以上を県が運営する流域下水道事業

において処理しており、既に相当程度の広域化が進んでいる。 

今後は人口の推移など、地域の特性に応じ、経済性、効率性の観点から、持続可

能な汚水処理方式を検討・選択する必要がある。 

既に集合処理となっているところでは、今ある施設を効率的に活用しつつ、さら

なる広域化・共同化を検討していく。 

人口減少が進み、施設の更新時期が到来している場合は、単独処理方式とするこ

とも含め、適切な汚水処理方式を検討していく必要がある。 
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５－４ 広域化・共同化計画 

広域化・共同化に関する具体的な施策を表５－４－１のとおりとりまとめたが、

以下に主な施策についてその概要を記載する。なお、各施策について、短期は 5年、

中期は 6～10年、長期は 11～30年の期間内に実施するものとして区分する。 
 

（１）ハード施策 

ア 汚泥の共同処理（表５－４－１ 整理番号 1～3） 

単独公共下水道から発生する下水汚泥を流域下水道で受け入れ処理・処分する。 

単独公共下水道では下水汚泥の焼却処分等の費用負担を軽減することができ、流

域下水道では焼却施設の余裕能力を活用することで経営的にもメリットがある。

（平成 30年度から運用開始） 

実施中：東松山市、羽生市、坂戸、鶴ヶ島下水道組合 

短 期：秩父市、日高市、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 

中 期：飯能市、横瀬町、皆野・長瀞下水道組合 

 

図５－４－１ 下水汚泥共同処理の仕組み（本県のスキーム） 
 

イ 単独公共下水道の統廃合（表５－４－１ 整理番号 4～6） 

下水処理場の運転・維持管理は自治体にとって経

営上の負担が大きく、改築や更新にあたり財政上の

影響も大きい。このため、処理場の集約化を検討し、

必要に応じて統廃合を行う。 

短 期：深谷市、「坂戸、鶴ヶ島下水道組合」 

長 期：東松山市 

 

  

 

下水汚泥共同処理の仕組み 

図５－４－２ 処理場の統廃合 
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ウ 単独公共下水道（処理場）の流域下水道への編入 

      （表５－４－１ 整理番号 7） 

下水処理場の維持・運転管理は市町村にとって経営的に大きな負担となっている。

このため、市町村は、老朽化した処理場の改築更新時期に合わせて、流域下水道へ

の編入を検討し、集約化を進める。 

短 期：さいたま市 

 

エ 農業集落排水施設の下水道への編入（表５－４－１ 整理番号 8～19） 

農業集落排水施設の維持管理、改築は、財政上の課題となることから、今後の人

口動態等を勘案し、必要に応じて下水道への編入を検討する。 

短 期：深谷市、久喜市、本庄市、 

    日高市、宮代町 

中 期：本庄市、鴻巣市、久喜市、 

小川町、吉見町、寄居町 

長 期：熊谷市、本庄市、鴻巣市、 

    久喜市、白岡市 

 

 

 

 

オ し尿処理施設の下水道への編入（表５－４－１ 整理番号 20～24） 

し尿処理施設の維持管理、改築は、財政上の課題となることから、今後の人口動

態等を勘案し、必要に応じて下水道への編入を検討する。 

短 期：熊谷市 

中 期：寄居町 

長 期：飯能市、東松山市、川島町 

 

  

図５－４－３ 農業集落排水施設の公共下水道接続イメージ 
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カ 農業集落排水施設の統廃合（表５－４－１ 整理番号 25～29） 

老朽化した農業集落排水施設の更新時において、一層の効率的な運営管理を図る

ため、施設配置の最適化を検討し、統廃合を進める。 

短 期：熊谷市、久喜市 

中 期：秩父市、本庄市、久喜市 

長 期：秩父市、久喜市、小川町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ し尿処理事業の広域化（表５－４－１ 整理番号 30） 

市町村の厳しい財政状況の中、持続的にし尿の適正処理を推進するため、地域の

特性を十分踏まえた上で、し尿処理の広域化・集約化を推進し、効果的な施設整備

及び効率的な運営を支援していく。 

秩父圏域（秩父市、長瀞町、皆野町、横瀬町、小鹿野町）は、し尿処理施設の稼

働率が減少し、施設の老朽化から維持管理費用も増大していることから、令和 2年

4 月に秩父地域し尿処理事業広域化準備室を設置し、し尿処理事業について、広域

的な視点に基づき、施設更新や運営管理など具体的な協議検討を進めている。 

 

ク 公共浄化槽事業の実施（表５－４－１ 整理番号 31） 

公共浄化槽は、現在、県内 13市町村で設置しており、皆野町及び長瀞町では一部

事務組合により事業を運営している。両町では、浄化槽整備がなかなか進まない中、

町や住民にメリットの多い公共浄化槽を導入することとし、単独では国庫補助事業

の基準達成が難しいことや、生活排水処理事業の窓口を一本化することで住民の利

便性がよくなるとの考え方から、一部事務組合により公共下水道事業及びし尿処理

事業を実施している。 

 

 

図５－４－４ 農業集落排水施設同士の接続イメージ 

廃止 中継ポンプ場 

 

 

農業集落排水 A地区 

農業集落排水 B地区 

接続管路 

処理場 

処理場 

※それぞれが処理場を持つ既存の 

 集排地区同士を統合する場合 

 P 
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ケ 下水処理場の遠方監視（表５－４－１ 整理番号 32） 

下水処理場は常時の運転監視を行う必要があることから、県では、新河岸川上流

水循環センター（川越市）の電気設備の改築に合わせ、同センターを同流域の新河

岸川水循環センター（和光市）から遠隔操作で運転監視する事業を進め、令和 5年

度から遠方監視体制に移行した。 

今後、県でのこの遠方監視の運用実績をもって、市町村が運転管理する下水処理

場などへの遠方監視の導入の可能性について検討を行う。 

 

 

（２）ソフト施策 

ア  災害発生時に備えた事前の準備、対応能力の向上 

      （表５－４－１ 整理番号 33～34） 

県と民間事業者で締結している災害協定に、新たに市町村を加えて災害時体制を

強化した。大規模災害がいつ発生しても迅速に行動できるよう BCP（事業継続計画）

を策定するとともに、県と市町村による勉強会を実施し、災害対応能力の向上を推

進する。 

 

イ 災害発生時等に備えた東京都との連携（表５－４－１ 整理番号 35） 

災害発生時に下水汚泥の処理ができなくなった場合に備え、都県が共同で汚泥処

理を実施できるよう、令和 3年 3月に協定を締結し、バックアップ体制を構築して

いる。 

 

ウ 下水道職員の人材育成（表５－４－１ 整理番号 36） 

市町村では、技術職員の大量退職等により、人員の確保に苦慮していることから、

県では、市町村の職員を対象とした研修会や勉強会を開催し、技術力向上を図って

いる。 

 

エ 水質検査・事業場排水指導の連携（表５－４－１ 整理番号 37） 

下水道における水質事故を未然に防止するため、県は市町村等を対象に、水質検

査や事業所に対する排水指導のノウハウ等について、勉強会の開催や相談などの支

援を行う。 
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オ 接続率向上・普及啓発の取組み（表５－４－１ 整理番号 38） 

県民に向けて市町村が実施する接続促進に係る助成制度などの情報を県ホーム

ページ、イベント等により情報提供し、接続率の向上を促進する。 

 

カ 課題解決や情報交換のための地域別勉強会等 

      （表５－４－１ 整理番号 39） 

県は、市町村等の抱える課題やニーズを踏まえ、勉強会の実施や下水道公社の有

する技術力の活用等により、課題の解決を図る。 

 

キ 下水道施設維持管理業務の共同発注・購入や執行委任 

      （表５－４－１ 整理番号 40～41） 

市町村等が下水道の維持・運転管理に使用する薬品等の消耗品を購入する際、購

入量が少ないと購入単価が割高になることから、複数の市町村等が共同購入するこ

とでコスト縮減を図る。また、他の団体に維持管理業務を執行委任することでコス

ト縮減の余地がある場合には、執行委任を検討する。 
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表５－４－１ 生活排水処理施設 広域化・共同化計画（ロードマップ）（１） 

 

 

  

2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2030(R12) 2031(R13) 2035(R17) 2036(R18) 2055(R37)

1
下水汚泥の共同処理
（単独公共下水道→流域下水道）

埼玉県・東松山市・羽生市・坂戸、鶴ヶ島
下水道組合

流域下水道水循環センター
（荒川･元荒川･新河岸川･中川･古利根川）
各単独公共下水処理場

2 〃
埼玉県・秩父市・日高市・毛呂山･越生･鳩
山公共下水道組合 〃

3 〃
埼玉県・飯能市・横瀬町・皆野･長瀞下水道
組合 〃

4
単独公共下水道（処理場）の統廃合 深谷市 深谷市岡部浄化センター（廃止）

深谷市浄化センターへ統合

5 〃
坂戸、鶴ヶ島下水道組合 北坂戸水処理センター（廃止）

石井水処理センターへ統合

6 〃
東松山市 高坂浄化センター（廃止）

市野川浄化センターへ統合

7
単独公共下水道（処理場）の流域下水道への編入 埼玉県・さいたま市 さいたま市下水処理センター（廃止）

荒川左岸南部流域下水道への編入

8
下水道と農業集落排水施設の統廃合
（農業集落排水施設→流域関連公共下水道）

埼玉県・深谷市 深谷市農業集落排水　11地区（廃止）
深谷市公共下水道
荒川上流流域下水道

9 〃

埼玉県・久喜市 久喜市農業集落排水　12地区（廃止）
久喜市公共下水道
古利根川流域下水道

10 〃
埼玉県・本庄市 本庄市農業集落排水　４地区（廃止）

本庄市公共下水道
利根川右岸流域下水道

11 〃
埼玉県・美里町 美里町農業集落排水　2地区（廃止）

美里町公共下水道
利根川右岸流域下水道

12 〃
埼玉県・宮代町 宮代町農業集落排水（廃止）

宮代町公共下水道
中川流域下水道

13 〃
埼玉県・寄居町 寄居町農業集落排水　2地区（廃止）

寄居町公共下水道
荒川上流流域下水道

14 〃
埼玉県・吉見町・小川町 各市町農業集落排水（廃止）

各市町公共下水道
各流域下水道

15 〃
埼玉県・白岡市 白岡市農業集落排水　2地区（廃止）

白岡市公共下水道
中川流域下水道

16 〃
埼玉県・鴻巣市 鴻巣市農業集落排水　３地区（廃止）

鴻巣市公共下水道
荒川左岸北部流域下水道

17
下水道と農業集落排水施設の統廃合
（農業集落排水施設→単独公共下水道）

深谷市 深谷市農業集落排水　８地区（廃止）
深谷市公共下水道

18 〃
日高市 日高市農業集落排水　1地区（廃止）

日高市公共下水道

19 〃
熊谷市 熊谷市農業集落排水　3地区（廃止）

妻沼公共下水道

20
下水道とし尿処理施設の統廃合
（し尿処理施設→流域関連公共下水道）

埼玉県・熊谷市 熊谷市し尿処理施設（第一水光園）（廃止）
熊谷市公共下水道
荒川左岸北部流域下水道

21 〃
埼玉県・川島町 川島町し尿処理施設（環境センター）（廃止）

川島町公共下水道
荒川右岸流域下水道

22 〃
埼玉県・寄居町 寄居町し尿処理施設（汚泥再生処理センター）（廃

止）
寄居町公共下水道、荒川左岸北部流域下水道

23
下水道とし尿処理施設の統廃合
（し尿処理施設→単独公共下水道）

東松山市 東松山市し尿処理施設（環境センター）（一部廃止）
東松山市公共下水道

24 〃
飯能市 飯能市し尿処理施設（環境センター）（廃止）

飯能市公共下水道

長期的な方針（～３０年間）短期（～５年間） 中期（～１０年間）種別
整理
番号

広域化・共同化の
取組内容

関連団体名 関連する施設名等

取組内容に対するスケジュール（年度）

2016
(H28)

2017～2025
(H29～R7)

ハ

ー

ド

施

策

検
討
体
制
の
構
築
（
下
水
道
事
業
推
進
協
議
会
設
立

検討 実施（2018）

検討・法手続（地自法、下水道法）・協定締結 実施（時期未定）

検討・法手続（地自法、下水道法）・協定締結

供用開始（2027～大谷沢地区）

供用開始（202３十条地区、沼上地区）

協議・財産処分・法手続・接続工事等

協議・財産処分・法手続・接続工事等

実施 （時期未定）

供用開始（時期未定・八ツ口地区、

男沼地区、八木田地区）

協議・財産処分・法手続・接続工事等 供用開始（2030～）

協議・財産処分・法手続・接続工事等 供用開始（時期未定）

供用開始（2022都島地区、2027～田中地区）

協議・財産処分・法手続・接続工事等 供用開始（2027～）

協議・財産処分・法手続

・接続工事等
供用開始（2026～）

供用開始（時期未定・郷地安養寺地区、笠原地区、笠原第二地区）

協議・財産処分・法手続・接続工事等

供用開始(時期未定)

協議・財産処分・法手続・接続工事等

協議・財産処分・法手続・接続工事等 供用開始（202９～）

協議・財産処分・法手続・接続工事等

供用開始（2021上原地区、2023畠山地区、2026～長在家東地区、長在家西地区、永田北根地区、

2028以降～上郷地区、中郷地区、本田南地区、本田中央地区、畠山南地区、瀬山地区）

供用開始（時期未定・柴山地区、

大山地区）

供用開始（2024大谷西地区、かしあい地区、2025中通り地区、2029以降～境地区、折之口地区、人見西部地区、大寄東部地区、人見地区）

協議・財産処分・法手続・接続工事等 供用開始(時期未定)

協議・財産処分・法手続・接続工事等 供用開始(時期未定)

供用開始（2021北中曽根地区、2026～北青柳地区、塚田地区、

2029～六万部地区、2030～上本村地区）

協議・財産処分・法手続

・接続工事等

協議・財産処分・法手続

・接続工事等

供用開始（2036～）上新田・野佐原地区、

丸谷・神ノ木地区、上大崎地区、太田袋地区、

除堀地区、原・樋ノ口地区）
供用開始（2035～清久第一地区）

協議・財産処分・法手続

・接続工事等 供用開始（2033～牧西地区、2038～滝瀬・堀田地区）

協議・財産処分・法手続

・接続工事等

協議・財産処分・法手続・接続工事等

供用開始（2033～用土中央地区、時期未定・今市地区）

協議・財産処分・法手続

・接続工事等

協議・財産処分・法手続・接続工事等 供用開始（時期未定）

協議・財産処分・法手続・接続工事等 供用開始（2030～西粂原地区）

検討 供用開始(時期未定)協議・財産処分・法手続・接続工事等
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表５－４－１ 生活排水処理施設 広域化・共同化計画（ロードマップ）（２） 

 

2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2030(R12) 2031(R13) 2035(R17) 2036(R18) 2055(R37)

25
農業集落排水施設の統廃合 熊谷市 熊谷市農業集落排水　6地区(統合)

26 〃
小川町 小川町農業集落排水　2地区(統合)

27 〃
久喜市 久喜市農業集落排水　4地区(統合)

28 〃
秩父市 秩父市農業集落排水　２地区(統合)

29 〃
本庄市 本庄市農業集落排水　１地区(統合)

30
し尿処理施設の広域化 秩父市、長瀞町、皆野町、横瀬町、小鹿野

町
し尿処理施設　３箇所（２箇所廃止）
１箇所へ統合

31
公共浄化槽事業の実施 皆野・長瀞下水道組合 公共浄化槽

32
下水道処理場の遠方監視 埼玉県・(公財)埼玉県下水道公社・県内単

独公共下水道実施市町組合
各流域下水道
各単独公共下水道

33
災害発生時に備えた事前の準備、対応能力の向上
（BCP･合同訓練等）

埼玉県・(公財)埼玉県下水道公社・県内公
共下水道実施市町組合・市町村

各流域下水道
各公共下水道
各市町村公共施設等

34
災害発生時の応援連携
（人員・資機材の支援連携）

埼玉県・(公財)埼玉県下水道公社・県内公
共下水道実施市町組合・市町村

各流域下水道
各公共下水道
各市町村公共施設等

35

災害発生時等に備えた埼玉県と東京都との連携
（下水汚泥の共同実施　県流域下水道⇔都流域下
水道）

埼玉県・(公財)埼玉県下水道公社・東京都 埼玉県流域下水道水循環センター（新河岸川）
東京都流域下水道水再生センター（清瀬、北多摩一号、北多
摩二号、多摩川上流）

36
下水道職員の人材育成
（実地研修、相互派遣等）

埼玉県・(公財)埼玉県下水道公社・県内公
共下水道実施市町組合

各流域下水道
各公共下水道

37
水質検査・事業場排水指導の連携 埼玉県・(公財)埼玉県下水道公社・県内公

共下水道実施市町組合
各流域下水道
各公共下水道

38
接続率向上・普及啓発の取り組み
（パンフ・イベントなど）

埼玉県・(公財)埼玉県下水道公社・県内公
共下水道実施市町組合・市町村

各流域下水道
各公共下水道

39
課題解決や情報交換のための地域別勉強会等 埼玉県・(公財)埼玉県下水道公社・県内公

共下水道実施市町組合・市町村
各流域下水道
各公共下水道
各市町村

40
下水道施設維持管理業務の共同発注や執行委任
（処理場やポンプ場の運転監視・保守点検）

埼玉県・(公財)埼玉県下水道公社・県内公
共下水道実施市町組合

各流域下水道
各公共下水道

41
下水道施設維持管理業務に係る共同購入
（電力･燃料･薬品等）

埼玉県・(公財)埼玉県下水道公社・県内公
共下水道実施市町組合・市町村

各流域下水道
各公共下水道

取組内容に対するスケジュール（年度）

2016
(H28)

2017～2025
(H29～R7)

長期的な方針（～３０年間）短期（～５年間） 中期（～１０年間）種別
整理
番号

広域化・共同化の
取組内容

関連団体名 関連する施設名等

ハ

ー

ド

施

策

ソ
フ
ト
施
策

対応策の検討、管路施設復旧支援協定締の一括締結、実動訓練実施、     等の適宜見直し

ニーズ調査・参加団体の調査・実施に向けた検討・下水道公社の技術力の活用・         研修等の実施

ニーズ調査・テーマ検討・勉強会の実施・下水道公社の技術力の活用

勉強会の実施・下水道公社の技術力の活用

勉強会の実施・下水道公社の技術力の活用

ニーズ調査・参加団体の調整・実施に向けた検討・下水道公社の技術力の活用 共同発注や執行委任等の実施(時期未定)

「下水道事業における災害時支援に関するルール（全国ルール）」、「下水道事業における災害時支援体制に関する要領（県内ルール）」の活用

共同購入の実施(時期未定)ニーズ調査・参加団体の調整・実施に向けた検討

事業の実施（2013）

検
討
体
制
の
構
築
（
下
水
道
事
業
推
進
協
議
会
設
立
）

協議・財産処分・法手続等 供用開始(時期未定)

協議・財産処分・法手続・接続工事等 供用開始（2030～）

実施開始協議・調整等

供用開始（時期未定・千代地区、御正坂上地区、柴・千代地区、塩・船川地区、須賀広地区、中条・川北地区、6地区統合）

供用開始（2025奈良梨・上横田地区） 供用開始（時期未定・後伊地区）
協議・財産処分・法手続

・接続工事等

協議・財産処分・法手続・接続工事等
供用開始（2029～

野々宮・小下地区）
供用開始（2038～柴山小塚地区）

供用開始（2033～江面新田地

区、上栢間地区）

協議・財産処分・法手続

・接続工事等

協議・財産処分・法手続・接続工事等
供用開始（2043～明ヶ平・小川地

区）
供用開始（2031～女形地区）

協議・財産処分・法手続・接続工事等 供用開始（2031～宮戸地区）
203８～滝瀬・堀田地区と共に

流域関連公共下水道へ統合

検
討
体
制
の
構
築
（
下
水
道
事
業
推
進
協
議
会
設
立
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５－５ 計画の実施による効果 

広域化・共同化の実施による定量的効果について、経営戦略等に基づく試算結果を以下

に示す。 

表５－５－１ 定量的効果の試算結果 

広域化・共同化の取組内容 定量的効果の試算結果 

単独公共下水道（処理場）統廃合 

（流域下水道との統廃合を含む） 
費用の概算縮減率：約 9％ 

下水道と農業集落排水施設の統廃合 費用の概算縮減率：約 3％ 

下水道とし尿処理施設の統廃合 費用の概算縮減率：約 8％ 

農業集落排水施設の統廃合 費用の概算縮減率：約 12％ 

し尿処理施設の広域化 費用の概算縮減率：約 31％(建設費等) 

 

また、広域化・共同化の実施による下水道事業運営に資する効果として、定量的効果で

は測れない効果（定性的効果）、各メニューの検討・実施状況や進捗の確認をするための

行動指標、総合評価を以下に示す。 
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表５－５－２ 定性的効果・行動指標並びに総合評価 

評 価 項 目 内    容 

波 

及 

的 

な 

効 

果 

（ 

定 

性 

的 

効 

果 

） 

執行体制面 

・近隣市町村との交流の活発化による情報・技術の共有、課題

の解決ができる。 

・研修会や勉強会等による職員の技術力向上、技術継承、職員

不足の補完ができる。 

・施設（単独処理場、農業集落排水施設など）の統廃合よる技術

職員不足の補完ができる。 

安全面 

・災害発生時の下水道復旧及び相互支援の迅速化、災害自治体

の負担軽減、対応力の向上が期待できる。 

・（汚泥共同処理）汚泥処分先を複数確保できる。 

・（水質検査・事業場排水指導の連携）事故等発生時の迅速な対

応及び原因究明ができる。 

環境面 

・し尿処理施設や農業集落排水施設の下水道接続により放流水

質の向上が期待できる。 

・施設統廃合による跡地利用により、別の公共事業や民間への

払下げ等に活用できる。 

・汚泥共同処理によるエネルギー使用量及び温室効果ガス排出

量の削減ができる。 

その他 

・下水道 PRによる接続促進及び下水道のイメージ向上が期待で

きる。 

・維持管理等に係る委託業者の安定的な確保ができる。 

・他団体との繋がりにより、仕事の進め方を検証でき、業務改

善が期待できる。 

行 
動 
指 

標 

法定協議会 年１回以上 

分科会(勉強会) 年１回以上 

個別打合せ 随時 

災害対策実動訓練 年１回 

総 合 評 価 

 本県は、流域下水道が県内下水道人口の 9 割以上を占めてお

り、既に相当程度の広域化が進んでいるが、さらなる広域化等

で費用削減効果が期待できる。 

 また、各取組内容を実施することで、個別メニューの費用削

減効果だけではなく、長期収支見通し等の定量的な効果には反

映されない、執行体制の強化や安全面及び環境面の改善など波

及的な効果も期待することができる。 
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５－６ 計画の進捗管理について 

下水道事業推進協議会や個別打合せなどにより、各メニューの進捗状況や実現に向けた

問題点及び新たな取組内容を把握していく。また、円滑に事業が進められるよう、市町村

及び庁内各課と調整・協議を行い、事業実現に向けた助言等を行う。計画どおり進まない

メニューは、関係市町村と協議を行い、適宜、計画内容の見直し等を行う。毎年度末には、

各メニューの進捗状況の総括を行う。 

 

５－７ 今後の計画の見直しについて 

引き続き、関係市町村及び庁内各課と進捗管理を含めた協議・調整を図りつつ、広域化・

共同化メニューの更新や追加、施策による効果検証などの検討を行い、適宜、計画の見直

しを行う。 
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